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○ 

銀
行
等
保
有
株
式
取
得
機
構
に
関
す
る
命
令
（
平
成
十
三
年
内
閣
府
・
財
務
省
令
第
十
号
） 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
条
を
加
え
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 

（
電
磁
的
方
法
） 

第
十
四
条
の
二 

法
第
三
十
三
条
の
四
第
三
項
（
法
第
十
四
条
第
七
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め

る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。 

一 

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も

 
 

の イ 

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法 

ロ 

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記

録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
の
提
供
を
受

け
る
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
方

法 

二 

磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確

実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に

情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法 

２ 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
受
信
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す

 

［
条
を
加
え
る
。
］ 



  

2 

る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

第
二
十
条
の
二 

法
第
三
十
八
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
財

務
省
令
で
定
め
る
日
は
、
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。 

２ 

法
第
三
十
八
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定

め
る
日
は
、
令
和
十
六
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。 

 

第
二
十
条
の
二 

法
第
三
十
八
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
財

務
省
令
で
定
め
る
日
は
、
平
成
三
十
九
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。 

２ 

法
第
三
十
八
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定

め
る
日
は
、
平
成
四
十
二
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。 

 

第
二
十
条
の
六 

法
第
三
十
八
条
の
二
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

・
財
務
省
令
で
定
め
る
日
は
、
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。 

２ 

法
第
三
十
八
条
の
二
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
財
務
省
令

で
定
め
る
日
は
、
令
和
十
六
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。 

 

第
二
十
条
の
六 

法
第
三
十
八
条
の
二
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

・
財
務
省
令
で
定
め
る
日
は
、
平
成
三
十
九
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。 

２ 

法
第
三
十
八
条
の
二
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
財
務
省
令

で
定
め
る
日
は
、
平
成
四
十
二
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 


